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消防用設備等点検済表示制度運用細則 

第１章 総 則 

（趣 旨） 

第１条 この細則は、消防用設備等点検済表示制度運用規程（以下「運用規程」という。）の

実施に関し必要な事項を定める。 

 

第２章 登録の申請 

（登録の申請） 

第２条 運用規程第５条第１項の規定に基づく登録の申請は、登録申請書（様式第１号）に、

次の各号の区分に従い当該各号に掲げる書類を添付して行うものとする。 

⑴ 消防用設備等及び特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の点検を業とす

る者（以下「点検事業者」という。） 

ア 点検を実施する消防用設備等の種類（様式第２号） 

イ 消防設備士・消防設備点検資格者名簿（様式第３号） 

ウ 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表（様式第４号） 

エ 消防用設備等点検業務提携先一覧表（様式第５号の１） 

オ 消防用設備等点検業務提携書（様式第５号の２） 

⑵ 自ら点検を行う防火対象物の関係者（以下「点検事業者以外の者」という。） 

前号アからウに掲げる書類 

 

第３章 登録の審査等 

（登録の審査） 

第３条 一般社団法人長野県消防設備協会（以下「協会」という。）は、前条の規定により登

録の申請を受理した場合は、これを長野県消防用設備等点検済表示管理委員会（以下「管

理委員会」という。）に諮り、審査するものとする。 

２ 運用規程第６条第１項の登録に係る審査の基準は、次による。 

⑴ 消防用設備等点検済表示制度推進要綱（以下「推進要綱」という。）第５第１号に規

定する点検事業者の要件は、次による。 

ア 「消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること」とは、次によるものである

こと。 

(ｱ) 消防設備士又は消防設備点検資格者（以下「有資格者」という。）は、申請者であ

る法人等に所属する者（事業主を含む。）とし、点検の業務の全部又は一部を委託す

る事業所に所属する者を除くものとすること。 

(ｲ) 法人等に所属していることを証明できる社会保険被保険者証等の写し等の書類（第

三者証明）が添付されていること。 

(ｳ) 有資格者が保有する資格を証明する免状等（法律で義務づけられている資格取得後

の講習を受講していることを確認できる部分を含む。）の写しが添付されていること。 
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イ 「適正な点検を行うために必要な機器工具を有していること」とは、次によるもので

あること。 

(ｱ) 点検を行う消防用設備等ごとに、点検に必要な機器工具を保有していること。 

なお、協会又はその他の法人が備えている機器工具を借り受けることができる場合

は、当該機器工具を保有しているものとみなすことができる。この場合は、機器工具

の賃貸借契約を証明できる書類が添付されていること。 

(ｲ) 保有している機器工具の製造者名、型式等（校正が義務づけられている機器工具に

あっては、校正年月日を含む。）を確認できる書類が添付されていること。 

ウ 「消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること」

とは、次によるものであること。 

(ｱ) 点検業務を円滑に実施することができる人員を保有していること。この場合の点検

業務を円滑に実施できる人員とは、概ね次によるものであること。 

① １人でも点検が可能な消防用設備等 ―― 消火器、漏電火災警報器、誘導灯・ 

誘導標識、消防用水 

② ２人以上の人員が必要な消防用設備等 ―― ①以外の消防用設備等 

(ｲ) 前(ｱ)の人員に点検の業務の全部又は一部を委託する事業所に所属する者が含まれ

ている場合には、その者の所属する事業所の名称、代表者名等を確認できる書類が添

付されていること。 

(ｳ) 市町村の火災予防条例等により、消防用設備等の業を行う事業所としての届出が義

務づけられている場合には、その届出がなされており、それを証明できる書類が添付

されていること。 

(ｴ) 社会保険（健康保険又は厚生年金保険）又は労働保険（雇用保険又は労災保険）に

加入し、それを証明できる書類が添付されていること。 

なお、上記の義務がない事業所については、この項目を審査の対象から除くことが

できるものとする。 

(ｵ) 必要に応じて連絡がとれる事務所等を有しており、それを証明できる書類（納税証

明書等）が添付されていること。 

⑵ 推進要綱第５第２号に規定する点検事業者以外の者の登録の要件は、前号ア及びイに

よる。 

⑶ 運用規程第６条第２項の規定の適用に当たっては、次によるものとする。 

ア 運用規程第６条第２項第１号に規定する項目については、必要に応じ、申請者、関係

行政機関等に照会し、その事実の有無を確認すること。 

イ 運用規程第６条第２項第２号に規定する項目については、必要に応じ、過去の記録及

び関係する都道府県消防設備協会に照会し、その事実の有無を確認すること。 

（会員名簿への登載） 

第４条 前条の審査の結果、申請の内容が同条に規定する基準に適合している場合には、表示

登録会員名簿に登録番号を付し登載するとともに、協会のホームページに掲載するものと

する。 
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２ 前項の登録番号は、次の例によるものとする。 

⑴ 点検事業者（以下「１号表示登録会員」という。） 

２０－１－○○○○（一連番号） 

⑵ 点検事業者以外の者（以下「２号表示登録会員」という。） 

２０－２－○○○○（一連番号） 

（表示登録会員証の交付等） 

第５条 協会は、会員名簿に登載した表示登録会員に対し、表示登録会員証（様式第６号。以

下「登録会員証」という。）を交付するものとする。 

２ 第３条の審査の結果、登録に必要な要件を満たしていなかった場合は、登録不適合通知

書（様式第７号）により、その旨を当該申請者に通知するものとする。 

３ 登録会員証を亡失し、滅失し、汚損し若しくは破損した場合又は登録の変更を行った場合

において、その再交付を受けようとする場合は、表示登録会員証再交付申請書（様式第８

号）によるものとする。 

（登録の更新手続き等） 

第６条 運用規程第８条第２項の規定に基づく登録の更新は、電子申請によるものとする。 

２ 前項の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する日の３カ月前までに行わなければ

ならない。運用規程第８条第３項の規定に基づき、登録の更新をしない場合の通知につい

ても同様とする。 

３ 第３条、第４条第１項、前条第１項及び第２項の規定は、更新の申請の処理について準用

する。 

（登録後の変更等の手続き） 

第７条 運用規程第９条の規定に基づく登録事項の変更等の届出は、電子申請によるものとす

る。 

（登録の抹消の手続き） 

第８条 協会は、運用規程第10条第１項の規定に基づき、表示登録会員の登録を取り消した

場合は、登録抹消通知書（様式第９号) により、その旨を当該表示登録会員に通知するもの

とする。 

２ 前項の登録の取消しの通知を受けた表示登録会員は、速やかに登録会員証を協会に返還し

なければならない。 

 

第４章 点検済票の交付等 

（点検済票の交付申請） 

第９条 運用規程第11条第１項の規定に基づく点検済票の交付申請は、次によるものとする。 

⑴ 交付申請は、点検済票交付申請書（様式第10号）によるものとする。 

⑵ 前号の申請があった場合に協会は、その申請の内容を確認し、登録番号、点検事業者

名又は点検業者名及び発行番号を印字した点検済票を交付するものとする。 

２ 運用規程第11条第２項の規定に基づく点検済票の交付申請は、次によるものとする。 

⑴ 協会所属の表示登録会員による交付申請は、点検済票交付申請書（様式第10号）によ
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り、協会に提出するものとする。 

なお、この場合、経過欄の備考に点検済票の交付を受けたい他の都道府県消防設備協

会名を記入するものとする。 

⑵ 前号の申請があった場合に協会は、当該申請書の経過欄に記入されている他の都道府

県消防設備協会に点検済票の交付を依頼し、原本は保存するものとする。 

３ 運用規程第11条第２項の規定に基づく点検済票の交付は、次によるものとする。 

⑴ 他の都道府県消防設備協会から点検済票の交付の依頼があった場合は、その申請の内

容を確認し、所属している協会の登録番号、点検事業者名又は点検業者名及び発行番号

を印字した点検済票を交付するものとする。 

⑵ 前号により、点検済票を交付した場合は、依頼を受けた点検済票交付申請書に必要事

項を記載のうえ、必要に応じて交付の依頼があった他の都道府県消防設備協会に報告す

るものとする。 

（点検済票の管理） 

第10条 協会は、運用規程第11条第１項又は第２項の規定に基づき点検済票を交付した場合

には、点検済票交付台帳（様式第11号）にその内訳を記録し、保管するものとする。 

２ 点検済票の交付を受けた表示登録会員は、点検済票管理責任者を定め、点検済票受払記録

台帳（様式第12号）により、点検済票の受払い及び管理を適切に行わなければならない。 

３ 表示登録会員は、年度ごとに点検済票の使用状況（受払いのない場合も含む。）を点検済

票使用報告書（様式第13号）に記載し、毎年４月末日までに協会に報告しなければならな

い。 

 

第５章 手数料等 

（手数料等） 

第11条 運用規程第５条第４項（運用規程第８条第５項において準用する場合を含む。）及び

運用規程第11条第３項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。 

 

第６章 損害賠償保険事務の取扱い 

（損害賠償責任保険事務の取扱い） 

第12条 運用規程第14条に規定する損害賠償責任保険に係る事務の取扱いは、次によるもの

とする。 

⑴ 協会が定める損害賠償責任保険の補償の基準は、次に掲げる条件を満たしていなけれ

ばならない。 

ア 一事故及び年間総支払限度額（身体、財物の共通限度額）が、１億5,000万円以上

（イ(ｴ)の場合にあっては、500万円以上）であること。 

イ 前アの一事故及び年間総支払限度額には、次に掲げる保険等が組み合わされているこ

と。 

(ｱ) 請負業者賠償責任保険 

点検中に発生した事故で、第三者に損害を与えた場合に、その損害を補償するため
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のもの 

(ｲ) 生産物賠償責任保険 

点検終了後に、当該点検業務に起因して発生した事故で、第三者に損害を与えた場

合に、その損害を補償するためのもの 

(ｳ) 受託者賠償責任保険（又は請負業者賠償責任保険の管理財物補償特約付き） 

点検中に使用又は管理する点検業務請負先の財物（管理財物）に損害を与えた場合

に、その損害を補償するためのもの 

(ｴ) 事業活動包括担保特約 

次のいずれにも該当する損害を補償するためのもの 

① 点検終了後の点検対象物自体の損害（損害が他に拡大した場合に限る。） 

② 人格権侵害による損害 

③ 対物損壊を伴わない他人の財物の使用不能による損害 

ウ 一事故の免責金額（自己負担額）が５万円以下であること。 

エ 保険期間が１年以上であること。ただし、保険期間が１年以上の団体保険に中途加入

する場合は、この限りではない。 

(2) 損害賠償責任保険の加入事務は、次により処理するものとする。 

ア 協会は、一般財団法人日本消防設備安全センター（以下「安全センター」という。）

を保険契約者として契約する「消防設備業総合保険」に加入する点検事業者の加入手

続きを行う。 

イ 協会は、前号の損害賠償責任保険の補償の範囲等を表示登録会員、その他の関係者に

周知するものとする。 

ウ 運用規程附則第５項の規定により１号表示登録会員となろうとする者は、前号に定め

る補償の基準を充足する損害賠償責任保険に加入していることを証明する書類を協会

に提出しなければならない。 

 (3) 事故の処理等は、次によるものとする。 

ア 表示登録会員は、点検業務に起因する事故が発生した場合、その事故の概要を速やか

に損害保険会社に連絡し、消防用設備等の点検事故概要（様式第14号）を協会へ提出

する。 

イ 協会は、表示登録会員から前アの提出を受けた場合は、その内容を安全センターに報

告するとともに、一定期間保存のうえ、事故の再発防止を図るための資料として活用

するものとする。 

 

第７章 相談窓口の事務等 

（相談窓口の事務等） 

第13条 運用規程第15条の規定に基づき、設置されている相談窓口は、次に掲げる事項を処

理する。 

⑴ 消防法に基づく消防用設備等点検報告制度（以下「点検報告制度」という。）及び点

検済表示制度に関すること。 
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⑵ 消防用設備等の設置、工事及び維持管理に関すること。 

⑶ その他協会の事業等に関すること。 

２ 相談等の受付の範囲は、原則として住所、氏名及び連絡先が明らかであるものに限るもの

とする。 

３ 運用規程第15条第２項に規定する相談員は、協会の会長が委嘱する。 

⑴ 相談員は、常勤又は非常勤として協会に登録し、その委嘱の期間は1年とする。ただし、

再任は妨げないものとする。 

⑵ 協会の役員、職員及び運用規程第16条第２項に規定する消防用設備等点検推進指導員

（以下「点検推進指導員」という。）は、相談員を兼ねることができる。 

４ 相談員の責務等は、次のとおりとする。 

⑴ 第１項に掲げる事務を円滑、かつ迅速に処理するものとする。 

⑵ 相談等の事務は、誠実かつ公正中立的な立場で処理するものとする。 

⑶ 正当な理由なく、職務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は盗用してはならない。 

（相談等の受付等） 

第14条 協会は、相談窓口に寄せられた相談等を受け付けた場合において、特に重要と認めら

れるものについては、相談・苦情等受付カード（様式第15号）にその内容を記載し、次に

より処理するものとする。 

⑴ 相談等の内容が即答できるものであれば、その場で回答する。 

⑵ 相談等の内容について、客観的事実や資料等の確認並びに正当性等の判断に時間を要

する場合には、後刻回答する旨を伝える。 

⑶ 相談窓口に寄せられた相談等で、特に重要と認められるものにあっては、協会の会長

又は管理委員会に報告し、協議のうえ回答するものとする。 

２ 協会は、相談窓口事務の円滑化に資するため、相談等の処理概要、経過等を記載した相

談・苦情等受付カード（様式第15号）を編綴し、一定期間保存するものとする。 

３ 協会は、相談窓口で受け付けた相談等のうち特に重要と認められるものの処理結果を定期

的に管理委員会に報告しなければならない。 

４ 協会は、相談等の処理結果の内容を分析、検討して点検報告制度及び点検済表示制度の適

正化に資するものとする。 

 

第８章 点検推進指導員 

（点検推進指導員） 

第15条 運用規程第16条第２項の規定に基づく点検推進指導員は、次に掲げる事務を行うも

のとする。 

⑴ 表示登録会員が協会に報告した業務内容の確認に関すること。 

⑵ 表示登録会員の点検の実施状況等（点検済票の貼付状況を含む。）の確認に関するこ

と。 

⑶ 表示登録会員の資質の向上を図るための指導等に関すること。 

⑷ 点検報告制度及び点検済表示制度の普及広報に関すること。 
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⑸ その他、点検報告制度及び点検済表示制度の適正化を図るために必要と認められる事

項に関すること。 

２ 点検推進指導員は、常勤又は非常勤とし、次のいずれかの一に該当する者の中から協会の

会長が任命又は委嘱する。 

 ⑴ 第１類から第５類までの甲種又は乙種の消防設備士免状及び第６類並びに第７類の乙種

消防設備士免状の交付を受けている者 

⑵ 第１種及び第２種の消防設備点検資格者免状の交付を受けている者 

⑶ 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し、３年以上の実務経験を有

している者 

⑷ その他、前各号に掲げる者と同等以上の知識、技術及び経験を有すると協会の会長が

認めた者 

３ 点検推進指導員の任期は、次のとおりとする。 

 ⑴ 常勤として任命した者にあっては、協会の定める任用規則等によるものとする。 

⑵ 非常勤として委嘱した者にあっては、協会の会長が委嘱した期間とする。ただし、委

嘱した点検推進指導員の再任は妨げないものとする。 

４ 協会の役員、職員又は相談員は、点検推進指導員を兼ねることができる。 

５ 点検推進指導員は、次に掲げる責務を負うものとする。 

⑴ 点検推進指導員は、第１項に掲げる事務（以下「確認事務等」という。）を誠実かつ

公正中立的な立場で遂行しなければならない。 

 ⑵ 点検推進指導員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は盗用

してはならない。 

６ 協会は、点検推進指導員に身分証明書（様式第16号）を交付するものとする。 

（確認事務等の遂行） 

第16条 運用規程第16条第１項の規定に基づく点検の実施状況等の確認等に係る事務等は、

次により行うものとする。 

⑴ 点検推進指導員は、確認事務等を円滑に遂行するため、あらかじめ実施計画を作成し、

協会の会長の承認を得るものとする。 

⑵ 点検推進指導員が確認事務等を遂行するにあたって、表示登録会員の事業所又は防火

対象物に立ち入る必要がある場合は、当該表示登録会員又は防火対象物関係者の承諾を

得るとともに関係者の立会いを求め、事故防止に努めなければならない。 

⑶ 点検推進指導員が確認事務等を遂行する場合は、前条第６項に規定する身分証明書を

携帯し、関係のある者に提示しなければならない。 

⑷ 前条第１項第１号に係る事務は、次により行うものとする。 

ア 表示登録会員の所在地の確認は、書面等により行う。 

イ 点検業務提携先事業所の確認は、業務契約書等により行う。 

ウ 消防設備士又は消防設備点検資格者の有無の確認は、賃金台帳及び免状の写し等によ

り行う。 

エ 消防用設備等点検機器工具の保有状況の確認は、書面又は写真若しくは表示登録会員
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の事業所に立ち入って行う。 

オ 点検済票の管理状況の確認は、表示登録会員が具備している点検済票受払記録台帳

（様式第12号）により行う。 

カ その他表示登録会員が協会に報告した業務内容の確認は、必要に応じて書面又は表示

登録会員の事業所に立ち入って行う。 

⑸ 前条第１項第２号に係る事務は、次により行うものとする。 

ア 表示登録会員が消防用設備等の点検を実施した防火対象物の中から適宜、抽出して行

う。 

イ あらかじめ防火管理維持台帳（消防法施行規則第31条の６第３項に規定する維持台

帳を言う。）に編綴されている点検票等により、点検実施状況等を把握し効率的な確

認を行う。 

ウ 点検の実施状況等（点検済票の貼付状況を含む。）は、原則として運用規程別紙２を

参考にして、消防用設備等の主要な性能、機能等に係る部分を外観から確認すること

とし、消防用設備等の作動確認等は行わない。 

⑹ 前条第１項第３号から第５号に係る事務は、協会の会長の指示を受けて適宜行うもの

とする。 

２ 確認事務等を行う場合は、できうる限り当該防火対象物を管轄する消防機関との連携を密

にし、その理解と協力を得るよう努めるものとする。 

３ 第１項に基づく確認結果の報告は、次によるものとする。 

⑴ 点検推進指導員は、確認事務等を行った結果を消防用設備等点検実施状況等確認事務

等の結果記録表（様式第17号）に記録し、協会の会長に報告しなければならない。 

⑵ 点検推進指導員は、前号の報告に関連して、点検報告制度又は点検済表示制度の適正

な運用を図るための措置を講ずる必要があると認めた場合には、その旨の意見を協会の

会長に述べることができる。 

⑶ 協会の会長は、点検推進指導員が行った確認事務等の結果を、その都度消防用設備等

点検実施状況等の確認結果について（表示登録会員あて）（様式第18号）及び消防用設

備等点検実施状況等の確認結果について（防火対象物関係者あて）（様式第19号）によ

り、関係者に通知するとともに管理委員会に報告するものとする。 

４ 前項第１号による報告のうち、不適正又は重要と思われる事項があった場合、報告を受け

た協会の会長は、該当する表示登録会員からその事情を聴取し、事実確認を行う等必要な

措置を講ずるものとする。この場合において、協会の会長は、その内容が特に重要なもの

と認められる場合は、当該事項を管理委員会に附議するものとする。 

５ 協会の会長及び管理委員会は、第３項の確認結果の報告等を受けた内容を分析、検討して

点検報告制度及び点検済表示制度の適正化に資するものとする。 

６ 表示登録会員は、協会の会長又は管理委員会から確認事務等の遂行上必要な資料の提出若

しくは提示を求められた場合は、これに応じなければならない。 

 

第9章 雑 則 
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（実施状況の報告） 

第17条 運用規程第21条の規定に基づく報告は、消防用設備等点検済表示制度実施届出書

（様式第20号）及び消防用設備等点検済表示制度実施状況等報告書（様式第21号)によるも

のとする。 

（雑 則） 

第18条 その他この細則の実施に関し必要な事項は、協会の会長が別に定めることができる。 

 

附 則 

１ この細則は、平成20年４月１日から実施する。 

２ 「消防用設備等点検済表示登録会員に関する審査基準」（平成10年３月27日制定）は、

廃止する。 

 

附 則 

１ この細則は、平成26年４月１日から実施する。 

２ 「消防用設備等点検済表示制度等に係る相談等事務処理要領」（平成17年８月12日制

定）、「消防用設備等点検業務遂行状況等の確認事務処理要領」（平成18年３月31日制定）

は、廃止する。 

 

附 則 

この細則は、令和３年２月９日から実施する。 

 

附 則 

この細則は、令和３年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



 

  

別表 表示登録会員に係る手数料等の額 

区 分 

手 数 料 の 額 

１号表示登録会員 ２号表示登録会員 

協会の会員※ 協会の会員以外 協会の会員※ 協会の会員以外 

登 録 手 数 料 10,000円 20,000円 10,000円 20,000円 

登録更新手数料 5,000円 10,000円 5,000円 10,000円 

点 検 済 票 

交付手数料 

消 火 器 用 1枚 20円 1枚 30円 1枚 20円 1枚 30円 

消 火 器 

以 外 用 
1枚 80円 1枚 140円 1枚 80円 1枚 140円 

補助ラベル 1枚 15円 1枚 30円 1枚 15円 1枚 30円 

※ 協会の会員には、運用規程第11条第２項により当該都道府県消防設備協会の表示登録会員

とみなした「他の都道府県消防設備協会の会員となっている表示登録会員」を含む。 

 


